
新型コロナなど新興感染症等に係る看護職員確保事業（新規）
災害支援ナースの派遣の仕組み②：災害・新興感染症発生時の対応

協定締結医療機関

都道府県との協定に基づ
き、看護職員を派遣

✔ 都道府県の要請に応じ

て、看護職員不足の医療
機関（県内、県外）に対し
て、看護職員を派遣。

都道府県

看護職員を派遣調整

✔ 協定締結医療機関に

対して他医療機関への
看護職員の派遣を依頼。

✔ 県内調整で対応でき

ない場合は、厚労省に
対して、県外派遣の実
施を依頼。

看護職員の
派遣調整

日本看護協会

全国派遣調整実務の実施

✔ 被災・新興感染症拡大都道府

県と派遣都道府県の間でのス
ケジュール・人数・業務内容等
の調整

✔ 円滑な派遣調整のため、医療

関係の職能団体・病院団体に
よって構成される調整会議を開
催

厚生労働省

全国派遣調整

✔ 被災・新興感染症拡大都道

府県からの要請を受けて、公
的医療機関又は他の都道府
県に派遣を依頼

全国派遣調整
（県内調整で対応できない場合）

看護職員の派遣

②看護職員派遣を
依頼・受諾

派遣調整
実務の実
施を委託
可能

都道府県看護協会
その他の法人

※ 委託せず、都道府県

による直接実施も可
能

派遣調整実務の実施

✔ 協定締結医療機関

及び看護職員不足の
医療機関間のスケ
ジュール・人数・業務
内容等の調整

看護職員不足の
医療機関・
被災自治体等

④ 派遣

⑤派遣に係る費用
を支給

派遣調整実務の
実施を委託可能

※災害救助法や
改正感染症法
に基づき、都
道府県の費用
の一部を国庫
負担／補助

⑴全国派遣調整を
要請
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⑶ スケジュール・人数・業務内容等の調整

※ 調整完了後、派遣都道府県の医療機関から新興感
染症拡大都道府県の医療機関へ派遣

：県内派遣

：全国派遣
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R6年度から日看
協へ委託予定

全国派遣調整の
実務
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